
登別市地域公共交通活性化協議会規約の一部改正について

１ 改正の理由

本規約は、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号）」

に基づき制定したところですが、令和２年１１月施行の同法律の改正に伴い、計画の名称

が「地域公共交通網形成計画」から「地域公共交通計画」に変更になったため。

２ 改正（案）

第３条第１項中「地域公共交通網形成計画（以下、「網計画」という。）」を「地域公共

交通計画（以下「計画」という。）」に改め、同条第２号中「網計画」を「計画」に改める。

〈参考：新旧対照表〉

３ 施行時期

承認の日から施行する。

改正前 改正後

第１条～第２条 略

第３条 略
（１） 地域公共交通網形成計画（以下、｢網計画」

という。）の作成及び変更に関する事項
（２） 網計画に定められた施策の実施に関する

事項
（３）～（７） 略

第４条～第１４条 略

第１条～第２条 略

第３条 略
（１） 地域公共交通計画（以下｢計画」という。）

の作成及び変更に関する事項
（２） 計画に定められた施策の実施に関する事

項
（３）～（７） 略

第４条～第１４条 略
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